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○港区工事請負契約等制限付一般競争入札実施要綱 

平成１７年４月１日 

１６港政契第６２２号 

港区建設工事制限付一般競争入札実施要綱（平成６年５月２５日６港総経第１００号）の

全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この要綱は、区が発注する土木工事、建築工事及び設備工事（以下「工事等」とい

う。）の請負契約及び設計、測量等工事に係る業務（以下「設計、測量等」という。）の

委託契約に係る制限付一般競争入札の取扱いについて必要な事項を定めることにより、制

限付一般競争入札の公平性、競争性及び透明性を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 制限付一般競争入札 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行

令」という。）第１６７条の５の２の規定に基づいて行う一般競争入札をいう。 

（２） 競争入札参加資格 区が発注する工事等の請負契約及び設計、測量等の委託契約

に係る競争入札に参加するための資格をいう。 

（３） 格付 競争入札参加資格の業種ごとの等級及び同一等級内の順位（等級を定めな

い業種にあっては、順位）をいう。 

（４） 等級区分工事 発注金額に応じて競争入札参加資格の等級を定めた工事をいう。 

（５） 電子調達サービス 区が行う入札に参加しようとする者の資格審査に関する事務

及び入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。 

（対象契約） 

第３条 制限付一般競争入札の対象とする契約は、次に掲げる契約とする。 

（１） 予定価格が２００万円を超える全ての工事等の請負契約 

（２） 予定価格が１００万円を超える全ての設計、測量等の委託契約 

（特例） 

第４条 前条の規定にかかわらず、緊急を要する工事等又は設計、測量等その他特別の取扱

いを必要とする契約については、この要綱を適用しないことができる。 

（発注方法） 

第５条 制限付一般競争入札の対象となる工事等の請負契約の発注方法は、単体発注又は共
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同企業体発注とする。 

２ 前項の共同企業体発注については、港区建設工事等の共同施工方式に対する発注取扱要

綱（昭和５２年３月３１日５１港総経第１２３５号）の定めるところによる。 

３ 制限付一般競争入札の対象となる設計、測量等の委託契約の発注方法は、単体発注とす

る。 

（入札参加資格） 

第６条 制限付一般競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を満たす者とす

る。 

（１） 発注業種について、競争入札参加資格を有していること。 

（２） 施行令第１６７条の４に該当する者でないこと。 

（３） 経営不振の状態にないこと。 

（４） 発注する案件ごとに、区が定める資格を有すること。ただし、資格要件の格付は、

申請日を基準とする。 

（５） 港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成１６年７月３０日１６港政契

第２３８号）に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 

（６） 港区の契約における暴力団等排除措置要綱（平成２４年１月２６日２３港総契第

１１５７号）に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 

第７条 契約担当者は、前条第４号に規定する区が定める資格のうち、等級区分工事の格付

については、予定価格に対応する等級を格付として定めるものとする。 

２ 契約担当者は、予定価格に対応する等級に該当する者が少数である場合又は特に必要が

ある場合は、前項の規定にかかわらず、予定価格に対応する等級の直近上位又は直近下位

の等級を格付として定めることができる。 

３ 契約担当者は、特に緊急を要する工事、特別の技術を要する工事その他発注工事の性質

又は目的により特に必要と認める場合は、前２項の規定にかかわらず、予定価格に対応す

る等級の２等級以上上位の等級を格付として定めることができる。 

（契約締結請求等） 

第８条 工事等又は設計、測量等を起工する課長は起工書を、契約締結請求を行う課長は契

約締結請求書を、電子調達サービスによる入札の場合は開札予定日の３０日前までに、電

子調達サービスによらない入札の場合は入札予定日の３０日前までに、契約担当者に提出

するものとする。 

２ 契約担当者は、前項の起工書に基づき当該工事等又は設計、測量等の種類に応じて予定
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価格に対応する格付等の入札資格要件を定め、公表するものとする。 

（公表事項等） 

第９条 前条第２項の規定による公表（以下「公表」という。）をする事項は、工事の件名

及び概要、履行期間、入札参加資格、希望申請受付期間、開札又は入札の日時及び場所等

とする。 

２ 公表は、電子調達サービスによる入札の場合は、開札予定日の２０日前までに電子調達

サービスにより、電子調達サービスによらない入札の場合は、入札予定日の２０日前まで

に総務部契約管財課契約係掲示板への掲示及び港区ホームページへの掲載により行うも

のとする。 

３ 公表の期間は、原則として７日間（港区の休日を定める条例（平成元年港区条例第１号）

第１条第１項に規定する区の休日を含む。）とする。ただし、契約担当者が特に必要と認

める場合は、期間を延長し、又は短縮することができる。 

（希望申請受付及び期間） 

第１０条 制限付一般競争入札に参加しようとする者は、次により申請しなければならない。 

（１） 電子調達サービスによる入札の場合は、希望申請受付期間内に電子調達サービス

により申請する。 

（２） 電子調達サービスによらない入札の場合は、希望申請受付期間内に港区制限付一

般競争入札参加希望申請書（第１号様式）を提出する。 

２ 前項の希望申請受付期間は、前条第３項の期間と同一とする。 

（資格審査） 

第１１条 契約担当者は、前条第１項の規定による申請があった場合は、第６条に定める入

札参加資格について審査し、その結果を電子調達サービスによる入札のときは電子調達サ

ービスにより登録し、電子調達サービスによらない入札のときは申請者に通知する。 

２ 電子調達サービスによる入札のときは、申請者は、電子調達サービスにより前項の審査

結果を確認する。 

（入札保証金・契約保証金の免除） 

第１２条 入札保証金については港区契約事務規則（昭和３９年港区規則第６号）第１０条

第２項、契約保証金については同規則第４６条第２項に該当する場合は、免除することが

できる。 

（履行保証） 

第１３条 契約担当者は、制限付一般競争入札に係る工事等の請負契約を締結する場合にお
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いて特に必要と認めるときは、契約の相手方に当該契約による債務の履行を保証する公共

工事履行保証証券による保証（かし担保特約を付したものに限る。）を付けさせることが

できる。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に区長が定める。 

付 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２４年２月１日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、平成２７年８月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の規定は、施行の日以降に公表する契約について適用する。 

付 則 

１ この要綱は、令和７年５月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の港区工事請負契約等制限付一般競争入札実施要綱の規定は、こ

の要綱の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について

適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約については、なお

従前の例による。 
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様式（省略） 

 


